
資質・能力の三つの柱から整理した、高等学校卒業までに全ての生徒に

育むべき情報に関わる資質・能力のイメージ（案）

情報活用の実践力
課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含めて、必要な情報を主体的に収集・判断・

表現・処理・創造し、受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力

■ 課題や目的に応じた情報手段の適切な活用

■ 必要な情報の主体的な収集・判断・表現・処理・創造

■ 受け手の状況などを踏まえた発信・伝達

情報の科学的な理解
情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と、情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価・

改善するための基礎的な理論や方法の理解

■ 情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解

■ 情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理論や方法の理解

情報社会に参画する態度
社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響を理解し、情報モラルの必

要性や情報に対する責任について考え、望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度

■ 社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響の理解

■ 情報モラルの必要性や情報に対する責任

■ 望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度

情報活用能力の３観点８要素を基に、教育課程企画特別部会「論点整理」の
方向性も踏まえて整理

ⅰ) 個別の知識
・技能 ・ 思考や創造等に活用される基礎的な情報としての）教科等の学習を通（

じて身に付ける知識等（ 、何を知っているか

何ができるか）

・情報を活用して問題を発見・解決したり考えを形成したりする過程や方法に
ついての理解

（ ）・問題の発見・解決等の過程において活用される情報手段 コンピュータなど
の特性についての理解とその操作に関する技能

・アナログ情報とディジタル情報の違い（ サイトと新聞や書籍等によりWeb
得られる情報の早さや確かさの違い）など、情報の特性の理解

・コンピュータの構成や情報セキュリティなど、情報手段の仕組みの理解
・社会の情報化と情報が社会生活の中で果たしている役割や及ぼしている影響
の理解

・情報に関する法・制度やマナーの意義についての理解

ⅱ) 思考力・判 ・情報を活用して問題を発見・解決し新たな価値を創造したり、自らの考えの
断力・表現力等 形成や人間関係の形成等を行ったりする能力

－目的に応じて必要な情報を収集・選択したり、複数の情報を基に判断した（知っていること・

りする能力できることをどう使

－情報を活用して問題を発見し、解法を比較・選択し、他者とも協働したりうか）

しながら解決のための計画を立てて実行し、結果に基づき新たな問題を発
見する等の能力

、 、－相手や状況に応じて情報を的確に発信したり 発信者の意図を理解したり
考えを伝え合い発展させたりする能力

など
・問題の発見・解決や考えの形成等の過程において情報手段を活用する能力

ⅲ) 学びに向か ・情報を多角的・多面的に吟味しその価値を見極めていこうとする情意や態度
う力、人間性等 等

・自らの情報活用を振り返り、評価し改善しようとする情意や態度等（どのように社会・

・情報モラルや情報に対する責任について考え行動しようとする情意や態度等世界と関わりよりよ

・情報や情報技術を積極的かつ適切に活用して情報社会（情報の果たす役割がい人生を送るか）

一層重要になっていく社会）に主体的に参画し、より望ましい社会を構築し
ていこうとする情意や態度等
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※ ⅰ）個別の知識・技能、ⅱ）思考力・判断力・表現力等、ⅲ）学びに向かう力、人間性等は相互
に関連して育まれるものである。
例えば、情報モラルに関しては、
ⅰ （ディジタル情報は一旦拡散すると完全に消去することは難しいという）情報の特性や、情）
報に関する法・制度やマナーの意義についての理解

ⅱ）相手や状況に応じて情報を的確に発信する能力
ⅲ）情報モラルや情報に対する責任について考え行動しようとする情意や態度等

情報セキュリティに留意した情報手段の活用に関しては、
ⅰ）情報セキュリティを確保する必要性とそのための仕組みや関連する法・制度の意義について
の理解

ⅱ）問題の発見・解決等の過程において情報手段を活用する能力
ⅲ）自らの情報活用を振り返り、評価し改善しようとする情意や態度等

問題の発見・解決等を行うに当たっての信頼性や信憑性に留意した情報の選択に関しては、
ⅰ （情報技術の進展により誰もが情報の発信者となれるという利点の反面、信頼性や信憑性の）
低い情報もあるという）情報の特性の理解

ⅱ）目的に応じて必要な情報を収集・選択する能力
ⅲ）情報を多角的・多面的に吟味しその価値を見極めていこうとする情意や態度等

が相互に関連して育まれなければならないということに留意する必要がある。
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小・中・高等学校の発達段階に応じた資質・能力育成の観点のイメージ（案）

（情報科の選択科目）

共通必履修科目の履修を前提として、情報や情報技術を問

題の発見と解決に活用するための科学的な考え方等を一層

深める

情報ワーキンググループにおいて検討中

（情報科の共通必履修科目）

【高等学校】 情報に関わる資質・能力を育てる中核の科目として、情報

や情報技術を問題の発見と解決に活用するための科学的な

考え方等を育てる

○問題解決の考え方・方法の理解と活用

○情報技術の理解と問題の発見・解決への活用（プログ

ラミングなど） 等

（各教科（情報科を含む ）の必履修科目）。

情報社会への主体的な参画に向けて、問題を発見・解決したり自らの考えを

形成したりする過程や、情報手段等についての知識と経験を、科学的な知と

して体系化していくようにするなど、発達段階に応じた資質・能力を高等学

校教育の本質的な学びを深める中で身に付ける

（技術・家庭科「情報に関する技術 ）」

【中学校】 計測・制御やコンテンツに関するプログ

ラミングなど、ディジタル情報の活用と

情報技術を中心的に扱う

（ （ 。））各教科 技術・家庭科を含む

情報を効果的に活用して問題を発見・解決したり、自らの考えを形成したり

する経験や、その過程で情報手段を活用する経験を重ねつつ、抽象的な分析

等も行えるようにするなど、発達段階に応じた資質・能力を中学校教育の本

質的な学びを深める中で身に付ける

【小学校】

さまざまな問題の発見・解決の学習を経験しながら、そこに情報や情報手段

が活用されていることや、身近な生活と社会の情報化との関係等を学び、情

報や情報手段によさや課題があることに気付くとともに、情報手段の基本的

な操作ができるようにするなど、発達段階に応じた資質・能力を小学校教育

の本質的な学びを深める中で身に付ける

（幼児教育において培われる基礎）
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各教科等における情報に関わる資質・能力の育成 改善・充実のポイントのイメージ（案） 

全体の方向性 

総則など 

○教育課程全体を通じて、情報に関わる資質・能力を発達の段階に応じて

育成することができるよう、各教科等の特性に応じた指導内容の充実を図

るとともに、アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、

ICT を効果的に活用した学習が行われるようにすること。 

○特に小学校段階において、３学年の国語におけるローマ字学習や、総合

的な学習の時間において身に付ける学び方、社会科における資料の収集・

活用・整理などの活動、算数における図形やグラフの作成、理科における

観察・実験の記録等の学習とも関連させながら、情報手段の基本的な操作

（文字入力やデータ保存など）をどのようにできるようにしていくのか

を、カリキュラム・マネジメントの中で明確にすること。 

○個別の現代的な課題やテーマに焦点化した教育については、各学校が育

てる具体的な資質・能力を検討する中で、どのような課題やテーマを重点

的に扱うかを検討し、各教科等の学習との関係を整理していくこと。また、

学校だけでは指導体制の確保が難しい課題やテーマについては、「社会に

開かれた教育課程」の観点から、社会人講師の活用や外部が提供する学習

プログラムとの連携など、社会との連携を図ること。 

国語 

○様々なメディアによって表現された情報を理解したり、様々なメディア

を用いて表現したりするために、信頼性・妥当性なども含め、情報を多角

的に吟味して構造化する力や多様なメディアの特徴や効果を理解して活

用する力を育成すること。 

○出典の明示など、情報を引用する際に必要なきまり等を身に付けること。 

○ローマ字学習と情報機器の基本的な操作に関する学習を関連付けて実施

すること。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。必要に応じ、検索の仕方や発

表資料の作成など、情報収集や情報発信の手段としてＩＣＴを活用する機

会を設けること。 

社会 

地理歴史 

公民 

○観察や調査を通じて情報を集め、読み取り、まとめていくために必要な

力を育成すること。 

○取り出した情報を基に考察・構想・説明・議論するために必要な力を育

成すること。 

○社会における情報化の意味や影響について理解すること。 

○様々な情報が人々の意志決定に影響を与えていることについて理解する

こと。 
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○高等学校において「歴史総合（仮称）」を新設し、歴史に関する情報を

批判的に吟味し活用する力を育成すること。 

○高等学校において「地理総合（仮称）」を新設し、地図や地理情報シス

テム等を活用する力を育成すること。 

○高等学校において「公共（仮称）」を新設し、様々な情報を発信・受信

する知的主体として必要な力を育成すること。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。 

算数 

数学 

○数・式、記号、図、表、グラフなどを理解したり、数理的に問題を処理

したりするために必要な力を育成すること。また、統計的な内容等の改善

について検討すること。 

○問題解決の後，その過程を振り返って問題解決の手順を確認し，同様の

問題に適用することなどを通して，アルゴリズムに対する理解を深めさせ

ること。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。グラフの作成やデータの分析

等にコンピュータを積極的に活用すること。 

理科 

○自然事象の中から必要な情報を抽出したり、得られた情報を基に課題や

仮説を立てたり、観察・実験を通じて得られたデータを処理・整理したり、

観察・実験の結果を基に考察・推論したりするために必要な力を育成する

こと。 

○科学技術の発展と日常生活や社会との関連について理解すること。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。観察・実験の計測や記録、デ

ータの処理等にコンピュータを積極的かつ適切に活用すること。 

○観察・実験レポートの作成や発表などにおいて、参考文献や引用部分を

明示するなど、知的財産の保護や活用の意義を理解し行動できるようにす

ること。 

生活 

○様々な手段を適切に使って情報を伝え合いながら、身近な人々と関わっ

たり交流したりできるようにすること。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。 

音楽 

芸術（音楽） 

○音楽を形づくっている要素や要素同士の関連及びその働きの視点で捉

え、それらを活用して表現したり鑑賞したりできるようにすること。 

○音楽に関する知的財産の意義（保護と活用）について理解すること。 
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○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。必要に応じ、ソフトウェアや

プログラムを活用した活動を行うこと。 

図画工作 

美術 

芸術（美術・

工芸） 

○形や色彩などの造形的な視点で捉え、それらを活用して表現したり鑑賞

したりできるようにすること。 

○美術に関する知的財産の意義（保護と活用）について理解すること。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。必要に応じ、ソフトウェアや

プログラム、映像メディアを活用した活動を行うこと。 

芸術（書道） 

○書を構成する要素やその関連から生み出される働きを捉え、それらを活

用して表現したり鑑賞したりできるようにすること。 

○書道に関する知的財産の意義（保護と活用）について理解すること。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。 

家庭 

技術・家庭 

○家庭科及び技術・家庭科（家庭分野）については、生活の課題を解決す

るために必要な情報を収集、選択、判断し、実生活に活用するために必要

な力を育成すること。消費生活における情報化の進展に対応し、消費者と

して、適切な意思決定に基づいた消費行動が行えるようにすること。 

○技術・家庭科（技術分野）については、情報に関する技術の役割や影響

について理解し、それらを適切に評価し活用するために必要な力を育成す

ること。また、計測・制御だけではなく、コンテンツに関するプログラミ

ングについても学ぶこととすること。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。実験・実習等の記録やデータ

の処理等にコンピュータを積極的に活用すること。 

体育 

保健体育 

○必要な情報を基に、生涯を通じた運動やスポーツとのかかわり方を見付

けていくために必要な力や、仲間と協力して課題を解決していくために必

要な力などを育成すること。 

○健康に係る情報を収集・選択し、健康の保持増進を目指して意思（意志）

決定・行動選択していくために必要な力を育成すること。 

○様々な情報機器の使用と、欲求やストレスを含めた健康の関わりについて

理解を深め、自分に合った対処法を身につけられるようにすること 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。 

外国語 
○外国語によるコミュニケーションに必要な情報を抽出し、得られた情報

を基に自分の考えを構成し、効果的に伝えるために必要な力を育成するこ

10101010
38



 

 

と。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。外国語に触れる機会を増やす

ためにも、ICT を積極的に活用すること。 

情報 

○高等学校において共通必履修科目を新設し、情報に関わる資質・能力を

育てる中核として、情報や情報技術を問題の発見と解決に活用するための

科学的な考え方等を育てること。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。 

職業に関する

各教科 

○各職業分野の課題を解決するために必要な情報を収集、選択、判断し、

産業・社会に活用するために必要な力を育成すること。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。 

道徳 

○情報モラルに関する指導を充実すること。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。 

総合的な学習

の時間 

○情報の集め方や調べ方、整理・分析の仕方、まとめ方や表現の仕方など

の、教科横断的に活用できる「学び方」を身に付けること。また、学習の

過程において情報手段の操作についても併せてできるようにすること。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った学習活動において、ICT を効果的

に活用した学習が行われるようにすること。 

特別活動 

○情報化が進む社会の中で、情報を適切に活用してよりよい集団や個人の

生活、人間関係をつくり、責任ある行動をとっていくために必要な力を育

成すること。 

○自らのキャリア形成に必要な情報を収集し活用する力を育成すること。 

○アクティブ・ラーニングの視点に立った話合い活動や実践活動において、

ICT を効果的に活用した学習が行われるようにすること。 

※学習指導要領の内容を検討するにあたっては、学校や生徒のニーズに対応した ICT 機器

の開発を含む ICT 環境の整備を進めつつ、学校によって環境整備の状況が異なる実態を

踏まえる必要がある。 

※コンピュータにおける文字入力やデータ保存などの基本的な操作については、例えば教育

の情報化 HP に練習用教材を載せるなど、各学校が活用できるような教材を開発・普及し

ていくことが求められる。 
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情報に関わる資質・能力についての参考資料

平 成 2 8 年 1 月 1 8 日
総則 ・評価特別部会

資料２－２

教育の情報化が目指すもの～３つの側面を通じた教育の質の向上～

情報に関する学習指導要領改訂の経緯等

情報教育

（子供たちの情報活用能力の育成）

教科指導におけるＩＣＴの活用

（ＩＣＴを効果的に活用した，分かりやすく
深まる授業の実現）

校務の情報化
（教職員がＩＣＴを活用した情報共有によ
りきめ細かな指導を行うことや，校務の

負担軽減等）

臨教審第二次答申（昭和61年4月）
「情報活用能力」の概念「情報及び情報手段を
主体的に選択し活用していくための個人の基礎
的な資質」が初めて示された

平成元年学習指導要領改訂
（小学校） 「コンピュータ等に慣れ親しませる」
（中学校） 技術・家庭科に選択領域「情報基礎」

を設置
（中・高等学校） 関係教科でコンピュータ等に

関連する内容を提示

調査研究協力者会議報告（平成9年10月）
情報教育の目標を３つの観点に整理
（１）情報活用の実践力
（２）情報の科学的な理解
（３）情報社会に参画する態度

平成10・11年学習指導要領改訂
（小学校） 各教科等で積極的に情報機器の

活用
（中学校） 技術・家庭科「情報とコンピュータ」の

充実
（高等学校） 普通教科「情報」を新設

「情報Ａ」，「情報Ｂ｝，「情報Ｃ」から
1科目を選択必履修

平成20・21年学習指導要領改訂
（小学校） 文字入力等の基本操作，情報モラル

を身に付けさせることを総則に規定
（中学校） 技術・家庭科で「プログラムによる計

測・制御」を全ての生徒に履修させる
（高等学校） 普通教科「情報」において，「社会

と情報」，「情報の科学」から1科目を
選択必履修
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課題や目的に応じて情報手段を適切に活用することを含
めて，必要な情報を主体的に収集・判断・表現・処理・創
造し，受け手の状況などを踏まえて発信・伝達できる能力
■ 課題や目的に応じた情報手段の適切な活用
■ 必要な情報の主体的な収集・判断・表現・処理・創造
■ 受け手の状況などを踏まえた発信・伝達

Ａ 情報活用の実践力

情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解と，
情報を適切に扱ったり，自らの情報活用を評価・改善
するための基礎的な理論や方法の理解
■ 情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解
■ 情報を適切に扱ったり，自らの情報活用を評価・
改善するための基礎的な理論や方法の理解

Ｂ 情報の科学的な理解

社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や
及ぼしている影響を理解し，情報モラルの必要性や情報に
対する責任について考え，望ましい情報社会の創造に参画
しようとする態度
■ 社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割
や及ぼしている影響の理解

■ 情報モラルの必要性や情報に対する責任
■ 望ましい情報社会に創造に参画しようとする態度

Ｃ 情報社会に参画する態度

情報教育の目標としての「情報活用能力」の育成
臨時教育審議会（昭和60年9月～62年12月）において，情報及び情報手段を主体的に選択し活用していくための個人の基礎的資質（「情報活用
能力」）を読み，書き，算盤に並ぶ基礎・基本と位置付けた

情報活用能力は、小・中・高等学校の各教科等を通じて育成させるもの。
3観点は（情報活用の実践力，情報の科学的な理解，情報社会に参画する態度）相互に関連を図りながらバランスよく指導することが重要。

高等学校

中学校

小学校

【参考】小・中・高等学校を通じた情報活用能力の育成

【高等学校】

• コンピュータにおいて情報が処理される仕組みや表現
される方法

• 情報通信の仕組みと情報セキュリティーを確保するた
めの方法

• 具体的な問題の解決手段をアルゴリズムを用いて表
現する方法や処理手順の自動化の有用性

• モデル化とシミュレーションの考え方や方法

• 問題解決における情報通信ネットワークやデータベー
スの活用 等

【中学校】
• 情報のディジタル化
• コンピュータの構成と基本的な情報処理の仕組み
• 基礎的なプログラミング（計測・制御） 等

【高等学校】

• 情報の分析（統計的な処理等）や表現・伝
達の工夫

• 情報通信ネットワークの活用とコミュニケー
ション

• 情報システムが社会生活に果たす役割と及
ぼす影響

• 情報社会の安全と情報技術

• 情報技術を社会の発展に役立てようとする
態度 等

【中学校】

• 情報手段の適切かつ主体的、積極的な活
用

• 多様なメディアを複合しての表現や発信

• 著作権や発信した情報に対する責任、情報
の安全な利用などの情報モラル 等

【小学校】

• コンピュータや情報通信ネットワークなどの
情報手段への慣れ親しみ

• 文字入力などの基本操作
• 情報手段の適切な活用
• 情報モラル 等

現行中学校技術・家庭（技術分野）では、情報の活用・表現、コンピュータの仕組みや基礎的なプログラミング
などを学習。また、小・中学校段階から各教科等において、情報モラルを身に付け、情報手段を適切かつ主体
的に活用できるようにするための学習活動を実施。

「情報活用能力」とは

Ａ 情報活用の実践力

Ｂ 情報の科学的な理解

Ｃ 情報社会に参画する態度

• 課題や目的に応じた情報手段の適切な活用
• 必要な情報の主体的な収集・判断・表現・処理・創造
• 受け手の状況などを踏まえた発信・伝達

• 情報活用の基礎となる情報手段の特性の理解
• 情報を適切に扱ったり、自らの情報活用を評価・改善するための基礎的な理
論や方法の理解

• 社会生活の中で情報や情報技術が果たしている役割や及ぼしている影響の理解

• 情報モラルの必要性や情報に対する責任
• 望ましい情報社会の創造に参画しようとする態度

（注）現行学習指導要領に基づいて展開される
主な学習内容の要約

主
と
し
て
「
情
報
の
科
学
的
な
理
解
」
に

関
す
る
内
容

３観点は相互に関連付
けてバランス良く身に
付けさせることが重要
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① 児童生徒の情報活用能力の実態の把握，学習指導の改善

② 次期学習指導要領改訂の検討のためのデータを収集

・情報を収集・読み取り・整理・解釈する力

・受け手の状況などを踏まえて発信・伝達する力

情報活用能力調査 質問（紙）調査
実施の有無 調査方法

（調査時間）
実施の有無 調査方法

児童生徒
○

コンピュータ
小学校（16問／60分）
中学校（16問／68分）

○ コンピュータ

教 員 － － ○ 質問紙
学校（校長） － － ○ 質問紙

調査対象： 小学校第5学年（116校 3343人）・中学校第2学年（104校 3338人）
調査時期： 平成２５年１０月から平成２６年1月

調査の趣旨

コンピュータ
を使用して調査

出題内容

情報活用能力調査結果について

（小学生）
・整理された情報を読み取ることはできるが複数のウェブページから目的に応じて，特定の情報を見つけ出し，関連付けることに課題がある。
・情報を整理し，解釈することや受け手の状況に応じて情報発信することに課題がある。

・自分に関する個人情報の保護について理解しているが，他人の写真をインターネット上に無断公表するなどの他人の情報の取扱いについての理解に課題があ
る。

（複数のウェブページから目的に応じて、特定の情報を見つけ出し、関連付ける問題：通過率9.7）
（ブログ上での情報発信において自他の情報の取扱いで問題のある点を選択する問題：他人の写った写真の取扱い（肖像権）を選択した割合41.2%）

（中学生）
・整理された情報を読み取ることはできるが，複数のウェブページから目的に応じて，特定の情報を見つけ出し，関連付けることに課題がある。
・また，一覧表示された情報を整理・解釈することはできるが，複数ウェブページの情報を整理・解釈することや，受け手の状況に応じて情報発信することに課題が
ある。
・不正請求メールの危険性への対処についての理解に課題がある。

（複数のウェブページから目的に応じて、特定の情報を見つけ出し、関連付ける問題：通過率43.7）
（複数のウェブページから目的に応じて情報を整理・解釈する問題問題：通過率12.2）
（不正請求メールへの対応で不適切な項目を選択する問題：メールに返信する50.4％、入金後URLから退会手続きをする43.9%、

問い合わせ先に電話して講義する38.5%）

児童生徒の情報活用能力に関する傾向

（Ａ．情報活用の実践力）
・ローマ字入力に関して、小学生については、濁音・半濁音、促音の組合せからなる単語の入力に時間を要している傾向がある。中学生については、ひらがなとア
ルファベットの入力切替えに時間を要している傾向がある。 （１分間当たりの文字入力数 小：5.9文字 中：17.4文字）

（Ｂ．情報の科学的な理解）
・小学生については，電子掲示板における情報の伝わり方や広がり方について理解している。

（電子掲示板の特性を選択する問題：通過率71.9）

・中学生については，ＳＮＳの特性についての理解に課題が見られる。また、自動制御に関する情報処理の手順についての理解に課題が見られる。
（SNSの特性を記述する問題：記述できた者の割合26.7％、処理手順のフローチャートを作成する問題：通過率17.9）

３観点別の傾向

情報教育に関する現状について（まとめ）

・高度な情報技術の進展により、
情報通信機器や情報システムが社会生活や日常生活に
深く浸透
情報を活用したり発信したりする機会が一層増大

情報通信機器の使いやすさが向上する一方で、その仕組み
がいわゆる「ブラックボックス化」
ＳＮＳ等の利用に関連するトラブルも増加
２０１０年前後からスマートフォンやＳＮＳが急速に普及する
など、子供を取り巻く環境が前回改訂時から劇的に変化
スマートフォン保有率 6～12歳：20.5％ 13～19歳：71.7％ 【総務省「平成26年度通信利用動向調査」】

・知識基盤社会化、グローバル化等の進展により、未知の問題
に対する問題解決能力の必要性等が増大

・高度情報社会を支えるＩＴ人材育成の必要性

・情報活用能力の現状

（小学生）
複数のウェブページから目的に応じて
特定の情報を見つけ出し、関連付ける
ことに課題

情報を整理し、解釈すること、受け手の
状況に応じて情報発信することに課題

（中学生）
複数のウェブページから目的に応じて
特定の方法を見つけ出し、関連付ける
ことに課題

複数のウェブページの情報を整理・解釈
することや、受け手の状況に応じて情報
発信することに課題
ＳＮＳの特性についての理解に課題
自動制御に関する情報処理の手順に
ついての理解に課題

【情報活用能力調査（小・中学校）平成25年度実施】

情報の科学的な理解に裏打ちされた情報活用能力を身に付けることが重要

各種政府方針においても、プログラミングや情報セキュリティ等、情報の科学的な理解の重要性を指摘
「日本再興戦略-JAPAN is BACK・改訂2015-」 平成27年6月30日閣議決定（改訂）
「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」 平成27年6月30日閣議決定（改訂）
「教育再生実行会議第七次提言」 平成27年5月14日

情報技術の進展及び子供の情報活用能力の現状 ※【 】内は参考にしたデータ等
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情報科目の今後の在り方について（検討素案）

関連して、現行中学校技術・家庭（技術分野）における「情報に関する技術」の指導内容の充実、及び小・中学校
段階からの各教科等における情報活用能力を育成するための指導の充実についても、検討が必要。

○情報とそれを扱う技術を問題
の発見・解決に活用するため
の科学的な考え方

○情報通信ネットワークを用い
て円滑にコミュニケー ション
を行う力

共通教科「情報」（現行） 新科目のイメージ

社会と情報
１ 情報の活用と表現
２ 情報通信ネットワークとコミュニケーション
３ 情報社会の課題と情報モラル
４ 望ましい情報社会の構築

情報の科学
１ コンピュータと情報通信ネットワーク
２ 問題解決とコンピュータの活用
３ 情報の管理と問題解決

４ 情報技術の進展と情報モラル

いずれか１科目（２単位）を選択必履修

育成する資質・能力

「情報活用能力」

○情報の量的な増大と質的な
変化に対応し、適切な情報
を主体的に選択し､活用して
いく力

○情報モラル、知的財産の保
護、情報安全等に対する
実践的な態度

○情報社会に主体的に参画し
寄与する能力と態度

情報と情報技術を問題
の発見と解決に活用する
ための科学的な考え方等を
育成する共通必履修科目

●コンピュータと情報通信ネットワーク
●問題解決の考え方と方法
●問題解決とコンピュータの活用
●情報社会の発展と情報モラル

上記科目の履修を前提とした

発展的な内容の選択科目
についても検討

高度な情報技術の進展に伴い、文理
の別や卒業後の進路を問わず、情報
の科学的な理解に裏打ちされた情報
活用能力を身に付けることが重要

改訂の必要性

高度情報社会に対応
する情報教育

プログラミングに関する教育について

各種政府方針において，プログラミングや情報セキュリティ等，情報の科学的な理解の重要性が指摘され
ている
○「日本再興戦略」（平成27年6月30日一部改訂）：産業競争力の源泉となるハイレベルなIT人材の育成・確保の推進を目的とし、義務教育段階からの

プログラムに関する教育を推進することが求められている。
○「世界最先端IT国家創造宣言」（平成27年6月30日一部改訂）：初等・中等教育段階におけるプログラミングに関する教育の充実に努め、ITに対する興

味を育むとともに、ITを活用して多様化する課題に創造的に取り組む力を育成することが重要とされている。
○「教育再生実行会議第７次提言」（平成27年5月14日）：国、地方公共団体、学校は、これからの社会で求められる情報活用能力を育成するため、各

学校段階を通じて、情報を収集・選択する力、情報を整理する力、プレゼンテーション能力などの情報活用の実践力、情報の科学的な理解、情
報社会に参画する態度を培う教育を一層推進し、その中で、プログラミング、情報セキュリティ、ネット依存対策をはじめとする情報モラルなどに関す
る指導内容や学習活動の充実を図る。

現行学習指導要領の下におけるプログラミングに関する学習
平成24年度から，中学校技術・家庭科において必修化
高等学校では，「情報の科学」において取り扱われている
小学校では，各教科や総合的な学習の時間において実施されるケースがある

課題
①プログラミング学習を担当する教員の指導力
②プログラミング学習に適した教材
③社会の変化に伴うプログラミング学習の目標・内容

①プログラミング学習を担当する教員の指導力
②プログラミング学習に適した教材
③社会の変化に伴うプログラミング学習の目標・内容

文部科学省の取組
平成26年度
プログラミングに関する教育の実態把握
平成27年度
プログラミングに関する指導手引書の開発
平成28年度
情報活用能力育成の体系的な指導モデルの策定

1時間の授業の取組

1単元での取組 プログラミングの取組

プログラミングを含む
年間での取組 情報活用能力の育成の取組

社会との連携の促進
NPO，企業等，外部が提供する学習プロ
グラムとの連携
プログラミングに関する（内容，使用言語，程度，
日数等において）多様な学習プログラムが提供され始
めている
地域による学習プログラムの多寡や費用，学校のニー
ズとのマッチング等が課題

社会人講師との連携 等
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・画像を拡大・書きこみながら
分かりやすく説明、学習意欲
を高める
・学習内容のイメージを深める
動画等を視聴し、授業への
関心を高める

・遠隔地間の双方向型授
業により教育の機会を提
供する
・学校外の教育資源を活用
し、教育活動を充実する

取材内容を写真と文章でま
とめ、情報収集力と表現力
を高める

画面上で図形を拡大・回転
しながら、各自で思考を深
める

デジタル教科書を使った英
単語の発音練習により個々
に学習を進める

図形を画面上で拡大・回転
させながら話し合い、互いに
考えを深め合う

各自の考えを電子黒板に
転送し、多様な考えを一瞬
で共有できる

各自の考えを発表し、話し
合うことで学習内容への理
解を深める

一人一人の能力や特性に応じた学び（個別学習）

子供たちが教え合う学び（協働学習）
つながり、広がる

学び

授業と家庭学習が連動した学び
（いわゆる反転学習）

学習への関心・意欲を
高める学び

家庭等で翌日の授業内容に関する動画を見て知識の習得を行い、学校
の授業においては予習を前提としたグループ学習や発展学習等を行う

家庭での学習（※）

授業の実施（※）

出典：文部科学省「学びのイノベーション事業「実証研究報告書」」 （※は佐賀県武雄市より提供）

授業におけるICTの活用

ICTを活用した指導方法の面的展開を進め、「アクティブ・ラーニング」など
新しい時代に必要な資質・能力の育成の充実への推進力につなげる

教育の情報化を進める上での関連する課題

・授業中にＩＣＴを活用して指導することや児
童・生徒のＩＣＴ活用を指導することについて
約３割の教員が「できない」としている。

以下の項目について、「でき
る」と回答した教員の割合[％]

（平成２７年３月時点）
・教材研究・指導の準備・評価な
どにＩＣＴを活用する能力 82.1
・情報モラルなどを指導する能力

77.7
・校務にＩＣＴを活用する能力 78.2 
・授業中にＩＣＴを活用して指導す
る能力 71.4
・児童・生徒のＩＣＴ活用を指導す
る能力 65.2

・教科「情報」担当教員の約３割が免許外。
他教科との兼任は約５割。

（平成27年5月1日時点、文部科学省調べ）

・第２期教育振興基本計画において、平成
２９年度までに教育用コンピュータ１台当た
りの児童生徒数の目標値を３．６人としてい
るが、平成２７年３月現在で６．４人に１台と
なっている。

・また、学校におけるＩＣＴ環境整備状況に

ついて、地域間格差が生じている。

都道府県別のＩＣＴ環境の整備状況
教育用コンピュータ１台当たりの児童生徒数

69.4 
71.4 
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76.1 
78.1 
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高等学校教育・大学教育・大学入学者選抜の一体的改革（情報教育関連概要）

①高等学校教育改革

◆ 学習指導要領の抜本的見直し、アクティブ・ラーニングの飛躍
的充実。

◆ 教育の質の確保・向上を図り､生徒の学習改善に役立てるため、
「高等学校基礎学力テスト（仮称）」を導入。

②大学入学者選抜改革

◆ 各大学の個別選抜は、アドミッション・ポリシー（入学者受入方
針）において明確化。多面的な選抜方法をとるものとする。

◆ 「知識・技能」を基盤として「思考力・判断力・表現力」を中心に
評価する「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」を導入。

③大学教育改革

◆ アドミッション・ポリシーのほか、カリキュラム・ポリシー（教育課程
編成・実施方針）、ディプロマ・ポリシー（学位授与方針）の一体的
策定・公表、カリキュラム･マネジメントの確立。

◆ アクティブ・ラーニングへと質的に転換。

改革の骨子

「高等学校基礎学力テスト(仮称)」の概要

【目的】 高校段階における生徒の基礎学力の定着度を把握及び
提示できる仕組みを設けることにより、生徒の学習意欲の喚起、
学習改善を図るとともに、その結果を指導改善等にも生かすこと
により高等学校教育の質の確保・向上を図る

【対象教科・科目】
国語、数学、英語での実施（平成31年度～）
次期学習指導要領において示される必履修科目を基本として
実施することを検討（平成35年度～）

【問題の内容】 「知識・技能」を問う問題を中心としつつ、「思考力・
判断力・表現力」を問う問題をバランスよく出題

【出題・解答方式】 試行を通して、CBTを導入する方向で検討

「大学入学希望者学力評価テスト(仮称)」の概要

【目的・対象者】 大学入学希望者を対象に、これからの大学教育
を受けるために必要な能力について把握することを主たる目的
とし、十分な知識・技能の習得に加え、「思考力・判断力・表現
力」を中心に評価

【対象教科・科目】 次期学習指導要領における教科「情報」に関す
る検討と連動しながら、対応する科目の実施を検討（平成36年
度～）

【出題・解答方式】 CBTの導入を検討（平成３２～３５年度に試行
し、平成36年度～）

CBT： Computer-Based Testingの略称。コンピュータ上で実施する試
験。
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健康、安全等に関わる育成すべき資質・能力

平成28年1月18日
総則・評価特別部会

資料３－１

体育に関する指導、健康・安全及び食育に関する指導

○教育振興基本計画(平成２５年６月閣議決定)
・体育・保健体育などの教科学習を中核として学校の
教育活動全体を通じた体系的な保健教育を充実す
る。

・学校における体系的な防災教育に関する指導内容の
整理、防災教育のための指導時間の確保など、防災
に関する教育の充実を図る。

○学校安全の推進に関する計画(平成２４年４月閣議
決定)
・安全教育を各教科等における学習活動としてのみな
らず，学校の教育活動全体の中で捉え，総合的に実
施していくことが重要である。

・安全教育のための指導時間を確保するための方策に
ついて，国は，その必要性や内容の検討を行う。

一人一人の生活の質的向上、社会の活力の向上など

○教育振興基本計画(平成２５年６月日閣議決定)
・栄養教諭を中核とした学校・家庭・地域の連携によ
る食育の充実を図る。

○食育基本法(平成１７年法律第６３号)
第十四条 政府は、食育の推進に関する施策を実施

するため必要な法制上又は財政上の措置その他の
措置を講じなければならない。

○学校給食法(昭和２９年法律第１６０号)
第十条 栄養教諭は、児童又は生徒が健全な食生活

を自ら営むことができる知識及び態度を養うため、
学校給食において摂取する食品と健康の保持増進
との関連性についての指導、食に関して特別の配
慮を必要とする児童又は生徒に対する個別的な指
導その他の学校給食を活用した食に関する実践的
な指導を行うものとする。この場合において、校長
は、当該指導が効果的に行われるよう、学校給食と
関連付けつつ当該義務教育諸学校における食に
関する指導の全体的な計画を作成することその他
の必要な措置を講ずるものとする。

○教育振興基本計画(平成２５年６月閣議決定)
・子供の体力の向上傾向が維持され、確実なものとなる
よう、学校や地域における子供のスポーツ機会の充実
を図る。

・スポーツ基本計画に基づき、体育・保健体育の授業や
運動部活動等の学校の体育に関する活動や地域ス
ポーツを通じて、子供が十分に体を動かして、スポー
ツの楽しさや意義・価値を実感できる環境整備を図る。

○スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）
第十七条 国及び地方公共団体は、学校における体育

が青少年の心身の健全な発達に資するものであり、
かつ、スポーツに関する技能及び生涯にわたってス
ポーツに親しむ態度を養う上で重要な役割を果たす
ものであることに鑑み、体育に関する指導の充実、体
育館、運動場、水泳プール、武道場その他のスポー
ツ施設の整備、体育に関する教員の資質の向上、地
域におけるスポーツの指導者等の活用その他の必要
な施策を講ずるよう努めなければならない。

学校における体育・健康に関する指導は，生徒の発達の段階を考慮して，学校の教育活動全体を通じて
適切に行うものとする。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導，安全に関する指
導及び心身の健康の保持増進に関する指導については，保健体育科はもとより，家庭科，特別活動などに
おいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。
（小学校・中学校学習指導要領においても同様）

防災を含む安全に係る記載の充実が必要

※幼稚園教育要領においては、健康、安全及び食育に関する規定がある。 １
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安全に関わる資質・能力の育成

２

安
全
学
習

安
全
指
導

・安全点検の実施
（学習環境の安全点検、避難経路

の確認等）
・危険等発生時対処要領の作成と

訓練の実施
（各種災害における安全措置、不審

者侵入時の対応等） 等

校内の協力体制・研修
家庭及び地域社会との連携

保健体育科、社会科、
理科、生活科、総合的
な学習の時間等での学
習

等

特別活動や個別指導に
よる指導

等

学校安全計画
（学校保健安全法第27条に基づく）

学校における安全の取組

学校安全計画の策定・実施を通じて、児童生徒等が自他の生命尊重を基盤として、自ら安全に行動し、他の人や
社会の安全に貢献できる資質や能力を育成するとともに、児童生徒等の安全を確保するための環境を整えること
をねらいとしている

３
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教育課程企画特別部会 論点整理

○特にこれからの時代に求められる資質・能力
(変化の中に生きる社会的存在として)【一部抜粋】
・平和で民主的な国家及び社会の形成者として求められる力をはじめ、生
産や消費などの経済的主体等として求められる力や、安全な生活や社会
づくりに必要な資質・能力を育んでいくこと・・・などを、各学校段階を通じ
て体系的に育んでいくことの重要性は高まっていると考えられる。

○各教科・科目等の見直し
①総則【一部抜粋】
・学校の教育活動全体を通じて実施することが求められる事項(道徳教育、
体育・健康や安全等に関する指導、・・・)についても、既存の記載事項を踏
まえつつ、総則において、育成すべき資質・能力や各教科等との関係性を
より明確に示していくことが求められる。

４

「個別のいわゆる現代的な課題やテーマに焦点化した教育につ
いても、これらが教科横断的なテーマであることを踏まえ、それを
通じてどのような資質・能力の育成を目指すのかを整理し、学習
指導要領等の構造化の考え方の中で検討していくことが必要で
ある。」

現代的な課題に焦点化した教育について

中央教育審議会教育課程企画特別部会 論点整理

○安全に関わる「育成すべき資質・能力」とは何か。
自助を前提とした共助・公助に関する能力の育成
-安全な生活を送るための基礎的・基本的な知識・技能
-安全確保のための的確な思考・判断
-安全で安心な社会づくりに参加し貢献する情意や態度

○そうした資質・能力をどのように育むか。
-アクティブ・ラーニングの視点からの知識を主体的に行動する力や態
度に結びつけるための探究的・実践的な学習プロセスの実現

○教科等間相互の連携をいかに図るか。
-教科横断的なカリキュラム・マネジメントの実現

５
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安全に関する資質・能力のイメージ

どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか

何を知っているか
何ができるか

安全な生活を送るための基礎となる
知識・技能

安全で安心な社会づくりの意義の理解

知っていること・できる
ことをどう使うか

安全確保のための的確な思考・判断に基づ
く意思決定（意志決定）・行動選択（危険予

測・回避）等

進んで安全で安心な社会づくりに参

加し貢献しようとする情意や態度等

教科横断的な

カリキュラム・マネジメントの実現

どのように学ぶか

（アクティブ・ラーニングの視点からの
創造的な学習プロセスの実現）

法令等
・強くしなやかな国民生活
の実現を図るための防
災・減災等に資する国土
強靭化基本法

・災害対策基本法
・交通安全対策基本法
・首都直下地震緊急対策
推進基本計画

・国土強靭化基本計画
・教育振興基本計画
・気候変動の影響への適
応計画

・学校安全の推進に関する
計画

・第９次交通安全基本計画
等

６

初等中等教育段階における安全（教育）に関する資質・能力の育成に向けて

発達段階に応じて、安全な生活を送るための基礎的・基本的な知識・技能、安全確保のための的確な思考・判断を育むとともに、安
全で安心な社会づくりの意義に関する理解を育む。

現行学習指導要領等（平成20・21年告示）における改善充実

【安全確保のために主体的に行動する態度】

現行学習指導要領において引き続き「学校における体育・健康に関す
る指導」が示された。安全に関する指導は、体育科の時間はもとより、家
庭科、特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うこと、
発達の段階を踏まえた各教科等の特性に応じた生涯を通じた健康、安
全で活力ある生活を送るための基礎の育成が盛り込まれた。

【安全で安心な社会づくりの意義の理解等】

【幼稚園】

・健康な心と体を育て、自ら健康で安全な生活をつくり出す力の育成

【小学校】
・集団や社会の一員として自分の役割や行動の仕方について考え、安
全で適切な行動をとるための能力の育成【生活科】

・身近な生活における健康に関する基礎的な内容の理解と健康で安全
な生活を営むための資質や能力の育成【体育科】

・心身ともに健康で安全な生活態度の育成【特別活動】
・福祉・健康など横断的・総合的な課題を解決する能力【総合的な学習
の時間】

【中学校】
・個人生活における健康・安全に関する理解を通して、生涯を通じて自
らの健康を適切に管理し、改善していく資質や能力の育成【保健体育
科】

・心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の育成【特別活動】
・情報、環境、福祉・健康など横断的・総合的な課題を解決する能力
【総合的な学習の時間】

【高等学校】
・個人及び社会生活における健康・安全に関する理解を深め、生涯を
通じて自らの健康を適切に管理し、改善していく資質や能力の育成
【保健体育科】

・生命の尊重と安全な生活態度や規律ある習慣の確立【特別活動】
・情報、環境、福祉・健康など横断的・総合的な課題を解決する能力
【総合的な学習の時間】 など

次期改訂に向けた検討の方向性

◆初等中等教育段階で育成すべき安全教育に関わる資質・ 能
力（安全な生活を送るための基礎となる各教科等の知識・技能、
安全確保のための的確な思考・判断に基づく意思決定（意志決
定）・行動選択、安全で安心な社会づくりに参加し貢献する情意
や態度等）が発達段階や各教科等の特性に応じて育まれるよう、
各教科等の目標や 指導内容を資質・能力の三つの柱に沿って
構造化。

◆資質・能力を育むために必要なアクティブ・ラーニングの 視点
からの知識を主体的に行動に結びつけるための探究的・実践的
な学習プロセスの在り方を、各教科等の特性に応じて明確化。

◆安全で安心して生きるための資質・能力の中核となる資質・能
力を体育科・保健体育科で育むとともに、特に防災については
社会科をはじめとした関連教科等で育むなど、教育課程総体と
して育成すべき資質・能力が育まれるよう、教科横断的なカリ
キュラム・マネジメントを実現。

◆生活安全・交通安全に関する事件・事故等に対応した、安全確
保のための基礎となる各教科等の知識・ 技能、主体的に行動
する態度等を育むことにより、安全で安心な社会づくりの意義が
理解され、生涯にわって安全で安心な生活を送るための実践力
につながるよう、保健体育科を中心とした各教科等の内容を検
討（ＡＥＤを含む応急手当、交通ルールの理解等）。

◆東日本大震災をはじめとした様々な自然災害のリスクに対応し
た知識・技能等を育むことにより、安全で安心な社会づくりに貢
献できる実践力につながるよう、社会科及び特別活動を中心と
した関係教科等の内容を検討（地理的・歴史的観点を踏まえた
災害に関する理解、防災上の災害要因の理解、安全・安心な地
域づくりへの参画、主体的に危険を回避する判断力の育成等）。
また、家庭・地域との連携の在り方についても検討。

8
７
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防災を含む安全教育の今後の在り方について（検討素案）

安全教育・防災教育に関する指導内容の充実

・自己の危険予測・回避能力の育成【体育科】

・災害発生時の行動や、基本的な交通ルール等に
ついての指導の充実【生活科】

・災害における地方公共団体の働き、地域の人々
の工夫や努力、地理的・歴史的観点を踏まえた
災害に関する理解、防災情報に基づく適切な行
動の在り方等に関する指導の充実【社会科】

・身近な地域における自然災害の危険性の理解に
関する指導の充実【理科】

・日常的なけがの手当の充実や、危険予測・回避
能力の育成【体育科】

・安全指導や避難訓練のさらなる充実(様々な場
面で災害が起きたことを想定し、児童が自ら状況
を判断し、行動する訓練等) 、主体的に危険を回
避する判断力の育成【特別活動】

・自他の危険予測・回避能力の育成【保健体育科】

・地域社会における安全、防災上の災害要因や事
故防止の理解、空間情報に基づく危険の予測に
関する指導の充実【社会科（地理的分野）】

・安全・安心な社会づくりや、防災情報の発信・活
用に関する指導の充実【社会科（公民的分野）】

・自然災害の原因、地域における自然災害の危険
性、減災に関する指導の充実【理科（地学分野）】

・心肺蘇生法（ＡＥＤも含む）の実習を通した理解
に係る指導の充実 【保健体育科】

・自転車を中心に、道路交通の安全に関する知
識・理解を促進する指導の充実【保健体育科】

・安全指導や避難訓練のさらなる充実(生徒が自ら
状況を判断し、支援者としての視点を含め行動
する訓練等) 、主体的に危険を回避する判断力
の育成【特別活動】

・社会生活における危険予測・回避能力の育成
【保健体育科】

・地域の自然環境と自然災害との関わりや、そこで
の防災対策に関する指導の充実【地理】

・安全・安心な地域づくりへの参画や、防災関係制
度に関する知識、現代的課題等の理解に関する
指導の実施【公民科】

・自然災害の原因、自然災害の予測、防災に関す
る指導の充実【理科（地学分野）】

・心肺蘇生法（ＡＥＤも含む）の実習を通した原理
や方法についての理解等、応急手当に係る指導
の充実【保健体育科】

・我が国の犯罪の現状と安全対策や、安全な情報
の選択・活用による犯罪被害防止などに関する指
導の充実【保健体育科】

・安全指導や避難訓練のさらなる充実(地域社会
の安全への貢献を含めて、生徒が自ら状況を判
断し、行動する訓練等) 、主体的に危険を回避す
る判断力の育成【特別活動】

小学校 中学校 高等学校

主体的に行動する態度や、共助・公助に関する教育の充実
・学んだことが「主体的に行動する態度」につながるよう、「課題の発見・解決に向けた主体的・協働的な学び（いわゆる「アクティ
ブ・ラーニング」）」の視点から、学習・指導方法の改善を図る。

・総合的な学習の時間において、防災を含む安全教育に関する学習活動の充実を図るため、事例の普及等を図る。
・道徳も含めた各教科等における指導が、共助・公助の観点から育成したい資質・能力に結びつくよう、指導の充実を図る。
・保護者や地域住民、関係機関と連携した取組の充実を図る。

・防災を含む安全教育を通じて育成すべき資質・能力を明確化し、その育成に必要な各教科等における指導内容
を系統的に示す。

・また、教育課程の全体構造を念頭に置きながら、各教科等において、下記の点について充実を図る。

幼児教育

・幼児の情緒の安定を図り、遊びを通して、状況に応じて機敏に自分の体を動かすことができるようにす
るとともに、危険な場所や事物などがわかり安全についての理解を深める指導の充実

８

防災を含む安全に関する教育のイメージ

【生活科】
安全に気を付けて生活する≪安≫ 【

総
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の
時
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】

地
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≪防≫・・・防災 ≪安≫・・・防災を含む安全

身
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社
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わ
り

安
全
な
社
会
と
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関
わ
り

技術
・

家庭

図画
工作

美術
等

カ リ キ ュ ラ ム ・ マ ネ ジ メ ン ト の 実 現

【
道
徳
】
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命
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重
す
る
心
の
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については更なる充実が必要

【小・社会科】
地域社会における災害の
防止等について調べ考え
る

≪安≫

【中・社会科】
地域の自然災害に応じた
防災対策の重要性につい
て考察 ≪防≫

【中・理科】
災害等の原因
となる現象の理
解

≪防≫

【小・体育科】
・自己の危険予測と
回避

・けがの防止と手当の
理解≪安≫

【高・理科】
地学的な概念
や法則性の理
解≪防≫

【高・保健体育科】
・社会生活における
危
険予測と回避
・支援者の視点から
の傷害の防止の理解

≪安≫

【高・公民】
安全・安心
な地域づく
りへの参画

≪防≫

【高・地理】
自然災害と災
害対策につ
いて考察

≪防≫

【小・理科】
災害に関する
基礎的な理解

≪防≫

【小・特別活動】
自らの安全確保のため
の主体的な行動≪安≫

【中・特別活動】
支援者としての視点を
含めた主体的な行動

≪安≫

【高・特別活動】
地域社会の安全への貢
献を含めた主体的な行
動 ≪安≫

主体的な行動に必要
な力を育む

安全・安心な地域社会づ
くりに必要な力を育む

自然現象等に
ついて理解する

安全で安心して生き
るための中核となる
力を育む

【中・保健体育科】
・自他の危険予測と
回避

・傷害の防止の理解
≪安≫

【幼児教育】
危険な場所、危険な遊び方、災害時などの行動の仕方がわかり、安全に気を付けて行動する≪安≫

９
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高等学校 総合的な学習の時間の在り方について（論点整理補足資料）
○各教科等を通じて、身に付けた力を総合的に活用できるようにし、地域の課題や社会的要請に対応

（国際理解、情報、環境、福祉・健康や防災・安全、地方創生、創造的復興、ＥＳＤなど）

【総合的な学習における防災・安全に関する探究的な学習】

【総合的な学習における探究的な学習における児童・生徒の学習の姿】

■ 日常生活や社会に
目を向け，児童・
生徒が自ら課題を
設定する。

■ 探究の過程を経由する。
① 課題の設定
② 情報の収集
③ 整理・分析
④ まとめ・表現

■ 自らの考えや課題
が新たに更新され，
探究の過程が繰り返
される

「学習指導要領解説 総合的な学習の時間編」から

総合的な学習の時間における防災・安全

10

食育に関わる資質・能力の育成

11
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・食事の楽しさ

・望ましい栄養や食事のとり方

・食物の品質及び安全性の理解

・食物に関わる人々への感謝

・食事のマナー

・地域の産物、食にかかわる歴史

校内の協力体制・研修
家庭及び地域社会との連携

特別活動の時間（主に学校給食の時間）、
体育・保健体育、家庭科、技術家庭科、
生活科、理科、社会科、総合的な学習の
時間等での学習、個別指導 等

食に関する指導の全体計画
（学校給食法第10条に基づく）

学校における食育の取組

【食育の観点】
○食事の重要性 ○心身の健康
○食品を選択する能力 ○感謝の心
○社会性 ○食文化

食育に関する指導の全体計画の策定・実施を通じて、児童生徒が生涯にわたって生き生きと
暮らすことができるよう、自らの食生活を適切に判断し、食に関する課題を解決するための資質
や能力を育成し、健全な食生活の実現に向かう情意や態度を育てることをねらいとしている

※幼児教育においては、幼稚園教育要領等に基づき、食育を通じた食習慣の形成等食に関する指導を行っている。 12

「個別のいわゆる現代的な課題やテーマに焦点化した教育につい
ても、これらが教科横断的なテーマであることを踏まえ、それを通じ
てどのような資質・能力の育成を目指すのかを整理し、学習指導要
領等の構造化の考え方の中で検討していくことが必要である。」

現代的な課題に焦点化した教育について

中央教育審議会教育課程企画特別部会 論点整理

○食育に関わる「育成すべき資質・能力」とは何か。
-健全な食生活を送るための基礎となる各教科等の知識・技能

-自らの食生活を適切に判断し、食に関する課題を解決する力

-食の大切さ、健全な食生活の実現に向かう情意や態度等

○そうした資質・能力をどのように育むか。
-アクティブ・ラーニングの視点からの食に関する課題解決的な学習
プロセスの実現

○教科等間相互の連携をいかに図るか。
-教科横断的なカリキュラム・マネジメントの実現

13
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食育に関する資質・能力のイメージ

どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか

何を知っているか
何ができるか

健全な食生活を送るための基礎と
なる各教科等の知識・技能

知っていること・できる
ことをどう使うか

自らの食生活を適切に判断し、
食に関する課題を解決する力等

食の大切さ、健全な食生活の
実現に向かう情意や態度等

教科横断的な

カリキュラム・マネジメントの実現

どのように学ぶか

（アクティブ・ラーニングの視点からの食に

関する課題解決的な学習プロセスの実現）

法令等
・教育振興基本計画
・食育基本法
・学校給食法
・食育推進基本計画
・子供の貧困対策に関
する大綱

・食料・農業・農村基
本計画

・消費者基本計画

14

初等中等教育段階における食育に関する資質・能力の育成に向けて

発達段階に応じて、健全な食生活を送るための基礎となる各教科等の知識・技能、自らの食
生活を適切に判断し、食に関する課題を解決する力、食の大切さ、健全な食生活の実現に向
かう情意や態度等を育む。

現行学習指導要領（平成20・21年告示）における改善充実

【健康な生活を送るための自己管理能力】

現行学習指導要領において、「学校における食育の推進」が示されたことを踏
まえ、発達の段階を踏まえた各教科等の特性に応じ、生涯を通じた健康・安全で
活力ある生活を送るための基礎の育成が盛り込まれた。

【食育の意義の理解等】

【幼稚園】
・心身の健康に関する領域「健康」においては「内容の取扱い」として、食育を通
じた望ましい食習慣の形成が大切であることが盛り込まれた。

【小学校】
・家庭科においては「指導計画の作成と内容の取扱い」として、食に関する指導
については、家庭科の特質を生かして、食育の充実に資するよう配慮すること
が盛り込まれた。

・体育科保健領域においては「指導計画の作成と内容の取扱い」として、食事、
運動、休養及び睡眠については、食育の観点も踏まえつつ健康的な生活習慣
の形成に結び付くように配慮することが盛り込まれた。

・特別活動においては、「内容」として、食育の観点を踏まえた学校給食と望まし
い食習慣の形成が盛り込まれた。

【中学校】
・技術・家庭科家庭分野においては「内容の取扱い」として、食に関する指導に
ついては、技術・家庭科の特質を生かして、食育の充実に資するよう配慮する
ことが盛り込まれた。

・保健体育科保健分野においては「内容の取扱い」として、食事、運動、休養及
び睡眠については、食育の観点も踏まえつつ健康的な生活習慣の形成に結
び付くように配慮することが盛り込まれた。

・特別活動においては、「内容」として、食育の観点を踏まえた学校給食と望まし
い食習慣の形成が盛り込まれた。

【高等学校】
・家庭科においては「各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い」として、
食に関する指導については、家庭科の特質を生かして、食育の充実を図るこ
とが盛り込まれた。

・保健体育科「保健」においては「内容の取扱い」として、食事、運動、休養及び
睡眠及び食品衛生活動については、食育の観点を踏まえつつ、健康的な生
活習慣の形成に結び付くように配慮することが盛り込まれた。

・特別活動においては、「指導計画の作成と内容の取扱い」として、学校給食を
実施する場合には、食育の観点を踏まえた適切な指導を行うことが盛り込まれ
た。

次期改訂に向けた検討の方向性

◆初等中等教育段階で育成すべき食育に関わる資質・能力（健
全な食生活を送るための基礎となる各教科等の知識・技能、
自らの食生活を適切に判断し、食に関する課題を解決する力
等、食の大切さや健全な食生活の実現に向かう情意や態度
等）が発達段階や各教科等の特性に応じて育まれるよう、各教
科等の目標や指導内容を資質・能力の三つの柱に沿って構造
化。

◆資質・能力を育むために必要なアクティブ・ラーニングの視点
に基づく食に関する課題解決的な学習プロセスの在り方を、各
教科等の特性に応じて明確化。

◆教育課程総体として育成すべき資質・能力が育まれるよう、教
科横断的なカリキュラム・マネジメントを実現。

◆生涯にわたって健全な食生活を実現するための基礎となる各
教科等の知識・技能、活用に向かう情意や態度等を育むことに
より、食事の重要性や感謝の心、食文化など食育の大切さや価
値が認識され、その価値や健全な食生活を送るための自己管
理能力を最大限に発揮させることが活力ある社会の実現に寄
与することなど、食育の本質的な意義が理解・尊重されるよう、
関係する教科等の内容を再検討。

◆特に、２０歳代～３０歳代を中心とした若い世代では、健康や栄
養に配慮した食生活の実践などの点で課題がある。そこで、こ
れらの世代につながる高等学校の家庭科における食育の充実
を検討。

◆発達段階に応じて食物アレルギーなど食に関する現代的課題
を踏まえた内容について充実を検討

15
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食育に関するイメージ

カ リ キ ュ ラ ム ・ マ ネ ジ メ ン ト の 実 現
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【食育の観点】 ①食事の重要性②心身の健康③食品を選択する能力④感謝の心⑤社会性⑥食文化

国語
理科
等

【中・技術・家庭】
食品の選び方、日
常食の調理、地域
の食文化の理解

【中・体育（保健分野）】

生活習慣病予防
に向けた食事の量
や質についての理
解

【高・保健体育】
健康の保持増進と
疾病予防のために
必要な食事の実践

【中・社会】
農業など産業が地域
において果たしてい
る役割等について考
察

身
近
な
生
活
や
個
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生
活
に
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け
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と
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わ
り
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活
に
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○自らの食生活を適切に判断し、食に関する課題を解決する力 ○食の大切さ、健全な食生活の実現に向かう情意や態度等

【高・家庭】
食事と健康のかかわ
り、食べ物のおいしさ
などの理解と健全な
食生活の実践

【道
徳
】

食
事
マ
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な
ど
の
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理
解
、
食
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に
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成

【小・家庭】
食事の役割、調理
の基礎を理解

【小・体育（保健領域）】

調和のとれた食事
の必要性を理解

【小・生活】
観察や体験を通して
食べ物への親しみや
規則正しい生活を確
立

【小・社会】
食料生産に従事して
いる人々の工夫や努
力を調査

【特
別
活
動
】

食
育
の
観
点
を
踏
ま
え
た
学
校
給
食
と
食
習
慣
の
形
成
、
心
身
と
も
に
健
康

で
安
全
な
生
活
態
度
を
育
成

【高・地理】

食料問題
について
地球的視
野からとら
え探究

【高・公民】

食料問題
について
政治と経
済を関連
させ探究

【幼児教育】
食育を通じた望ましい食習慣の形成

16

心身の健康の保持増進に関する指導の
資質・能力の育成

17
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保
健
学
習

保
健
指
導

対
人
管
理

教職員の組織、協力体制の確立、
家庭、地域との連携、学校保健委員会等

体育・保健体育、関連教
科、総合的な学習の時間
等

特別活動、個別指導、日常
の学校生活等

心身の健康の保持増進に関する指導は保健教育に当たり、学校生活はもちろんのこと、家庭や地域社会における日常生活においても、児童生
徒が積極的に心身の健康の保持増進を図っていく資質や能力を身に付け、生涯を通じて健康で活力ある生活を送るための基礎を培うことを
ねらいとしている。

学校保健計画の策定・実施を通じて、保健教育と保健管理を適切に行うことにより、児童生徒や教職員の健康の保持増進を目指す。これらの
活動を円滑かつ効果的に推進するために組織活動が位置付いている。

健康観察、健康診断、健康
相談等による心身の管理や
生活の管理等

学校環境の安全・衛生的管
理、学校環境の美化等

対
物
管
理

学校保健計画
（学校保健安全法第５条に基づく）

心身の健康の保持増進に関する指導と学校保健

18

「個別のいわゆる現代的な課題やテーマに焦点化した教育につい
ても、これらが教科横断的なテーマであることを踏まえ、それを通じ
てどのような資質・能力の育成を目指すのかを整理し、学習指導要
領等の構造化の考え方の中で検討していくことが必要である。」

現代的な課題に焦点化した教育について

中央教育審議会教育課程企画特別部会 論点整理

○心身の健康の保持増進に関する指導に関わる「育成す
べき資質・能力」とは何か。

-健康な生活を送るための基礎となる各教科等の知識・技能
-自らの健康を適切に管理し、改善していく力
-健康の大切さ、健康の保持増進に向かう情意や態度等

○そうした資質・能力をどのように育むか。
- アクティブ・ラーニングの視点からの健康に関する課題解決的な学

習プロセスの実現

○教科等間相互の連携をいかに図るか。
- 教科横断的なカリキュラム・マネジメントの実現 19
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心身の健康の保持増進に関する指導の資質・能力のイメージ

どのように社会・世界と関わり、
よりよい人生を送るか

何を知っているか
何ができるか

健康な生活を送るための基礎となる
各教科等の知識・技能

知っていること・できる
ことをどう使うか

自らの健康を適切に管理し、改善していく力

健康に係る情報を収集し、意思決定（意志決定）・
行動選択していく力 等

健康の大切さ、健康の保持増進に
向かう情意や態度等

教科横断的な

カリキュラム・マネジメントの実現

どのように学ぶか

（アクティブ・ラーニングの視点からの
創造的な学習プロセスの実現）

法令等
・教育振興基本計画
・健康増進法
・歯科口腔保健の推進に関
する法律
・アルコール健康障害対策
基本法
・少子化社会対策大綱
・がん対策推進基本計画
・消費者基本計画

20

初等中等教育段階における心身の健康の保持増進に関する指導の資質・能力の育成に向けて

発達段階に応じて、健康な生活を送るための基礎となる知識・技能、自らの健康を適切に管理
し、改善していく力、健康の大切さ、健康の保持増進に向かう情意や態度等を育む。

現行学習指導要領（平成20・21年告示）における改善充実

【健康な生活を送るための自己管理する力】

現行学習指導要領において引き続き「学校における体育・健康に関
する指導」が示されたことを踏まえ、発達の段階を踏まえた各教科等
の特性に応じた生涯を通じた健康・安全で活力ある生活を送るため
の基礎の育成が盛り込まれた。

【健康を自己管理する力の基礎となる各教科等の資質や能力等】

【幼稚園】

・十分に体を動かす気持ちよさを体験し、自ら体を動かそうとする意
欲の育成

【小学校】
・身近な生活における健康に関する基礎的な内容の理解と健康な生
活を送るための資質や能力の育成【体育科】

・心身ともに健康で安全な生活態度の育成【特別活動】
・福祉・健康など横断的・総合的な課題を解決する能力【総合的な学
習の時間】

【中学校】
・個人生活における健康に関する理解をとおして、生涯を通じて自ら
の健康を適切に管理し、改善していく資質や能力の育成【保健体育
科】

・心身ともに健康で安全な生活態度や習慣の育成【特別活動】
・福祉・健康など横断的・総合的な課題を解決する能力【総合的な学
習の時間】

【高等学校】
・個人及び社会生活における健康に関する理解を深め、生涯を通じ
て自らの健康を適切に管理し、改善していく資質や能力の育成【保
健体育科】

・心身ともに健康で健全な生活態度や規律ある習慣の確立【特別活
動】

・福祉・健康など横断的・総合的な課題を解決する能力【総合的な学
習の時間】 など

次期改訂に向けた検討の方向性

◆初等中等教育段階で育成すべき心身の健康の保持増進に関
する指導に関わる資質・ 能力（健康を自己管理する力の基礎と
なる各教科等の知識・技能、自らの健康を適切に管理し，改善し
ていく資質や能力等、健康の大切さや健康の保持増進に向かう
情意や態度等）が発達段階や各教科等の特性に応じて育まれる
よう、各教科等の目標や指導内容を資質・能力の三つの柱に
沿って構造化。

◆資質・能力を育むために必要なアクティブ・ラーニングの 視点
に基づく健康に関する課題解決的な学習プロセスの在り方を、
体育・保健体育、特別活動、総合的な学習の時間等の特性に
応じて明確化。

◆教育課程総体として育成すべき資質・能力が育まれるよう、教
科横断的なカリキュラム・マネジメントを実現。

◆健康を自己管理する力の基礎となる体育・保健体育、特別活
動等の知識・技能、活用に向かう情意や態度等を育むことにより、
自他の健康の大切さや価値が認識され、その価値や健康な生活
を送るための自己管理する力を最大限に発揮させることが健康
な社会の活力につながることなど、健康の本質的な意義が理解・
尊重されるよう、体育・保健体育、特別活動等の内容を再検討。

◆現代的な課題や疾病構造の変化に対応した健康に関する体
育・保健体育、特別活動等の知識・技能等を育むことにより、生
涯を通じた健康・安全で活力ある生活を送るための実践力につ
ながるよう、家庭・地域との連携を踏まえた内容を検討（少子高齢
化、がん等）。

21
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心身の健康の保持増進に関する教育のイメージ

【中学校・特別活動】
・心身ともに健康で安全な生活
態度や習慣の形成
・性的な発達への適応

【小学校・体育科】
・健康な生活 ・体の発育・発達

・心の健康 ・けがの防止 ・病気の予防

【中学校・保健体育科】
・心身の機能の発達と心の健康

（性に関する指導を含む）
・傷害の防止 ・健康と環境
・健康の保持増進と疾病の予防

【
総
合
的
な
学
習
の
時
間
】

福
祉
・
健
康
な
ど
横
断
的
・
総

合
的
な
課
題
を
解
決
す
る
探
求
的
な
学
習

【高等学校・特別活動】
・心身ともに健康で健全な生活
態度や規律ある習慣の確立

【高等学校・保健体育科】
・現代社会と健康（健康の考え方、健康
の保持増進と疾病の予防、精神の健康）
・生涯を通じる健康 ・社会生活と健康

身
近
な
生
活
や
個
人
生
活
に
お
け
る

健
康
と
の
関
わ
り

社
会
生
活
に
お
け
る

健
康
と
の
関
わ
り

【
道
徳
】

心
身
の
健
康
の
増
進
を
図
ろ
う
と
す
る
心
の
育
成

生活科
理科

家庭科
技術・
家庭科

等

【小学校・特別活動】
・基本的な生活習慣の形成
・心身ともに健康で安全な生活
態度の形成

カリキュラム ・マネジメントの実現

学校

家庭・地域

個
別
指
導

【幼児教育】
・基本的な生活習慣の育成
・病気の予防
・危険を避ける能力の育成

22

法令上又は各種計画に根拠のある健康、安全及び食に関する教育

◆ 防災
○強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（平成２５年法律第９５号）
（基本方針）
第八条 国土強靱化は、次に掲げる基本方針に基づき、推進されるものとする。
一 迅速な避難及び人命の救助に資する体制の確保、女性、高齢者、子ども、障害者等の視点を重視した被災者への支援体制の整備、防災又は減災に関する専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び
確保、防災教育の推進、災害から得られた教訓及び知識を伝承する活動の推進、地域における防災対策の推進体制の強化等により、大規模自然災害等に際して、人命の保護が最大限に図られること。

二～七 (略)
○災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）
（施策における防災上の配慮等）
第八条 (略)
２ 国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一～十七 （略）
十八 防災上必要な教育及び訓練に関する事項
十九 （略）

◆ 食育
○食育基本法（平成１７年法律第６３号）
第十四条 政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
○学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）

（この法律の目的）
第一条 この法律は、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たすものであることにかんがみ、
学校給食及び学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、もつて学校給食の普及充実及び学校における食育の推進を図ることを目的とする。

◆ 食品安全
○食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）
（食品の安全性の確保に関する教育、学習等）
第十九条 食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の安全性の確保に関する教育及び学習の振興並びに食品の安全性の確保に関する広報活動の充実により国民が食品の
安全性の確保に関する知識と理解を深めるために必要な措置が講じられなければならない。

◆ アルコール健康障害対策
○アルコール健康障害対策基本法（平成２５年法律第１０９号）
（教育の振興等）
第十五条 国及び地方公共団体は、国民がアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うことができるよう、家庭、学校、職場その他の様々な場におけるアル
コール関連問題に関する教育及び学習の振興並びに広報活動等を通じたアルコール関連問題に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。

◆ がん
○がん対策基本法（平成１８年法律第９８号）
（医療保険者の責務）
第五条 医療保険者（介護保険法 （平成九年法律第百二十三号）第七条第七項 に規定する医療保険者をいう。）は、国及び地方公共団体が講ずるがんの予防に関する啓発及び知識の普及、がん検診に関する

普及啓発等の施策に協力するよう努めなければならない。
◆ 少子化

○少子化社会対策基本法（平成１５年法律第１３３号）
（ゆとりのある教育の推進等）
第十四条 国及び地方公共団体は、子どもを生み、育てる者の教育に関する心理的な負担を軽減するため、教育の内容及び方法の改善及び充実、入学者の選抜方法の改善等によりゆとりのある学校教育の実現
が図られるよう必要な施策を講ずるとともに、子どもの文化体験、スポーツ体験、社会体験その他の体験を豊かにするための多様な機会の提供、家庭教育に関する学習機会及び情報の提供、家庭教育に関する相
談体制の整備等子どもが豊かな人間性をはぐくむことができる社会環境を整備するために必要な施策を講ずるものとする。

◆ 口腔衛生
○歯科口腔保健の推進に関する法律（平成23年法律第95号）
（基本理念）
第二条 歯科口腔保健の推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
一 ・二 （略）
三 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進すること。

◆健康増進法（平成十四年八月二日法律第百三号
第三条 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人
材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

法令

参考資料１

23
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法令に基づく各種計画に根拠のある健康、安全及び食に関する教育
法令に基づく各種計画

◆ 防災
○首都直下地震緊急対策推進基本計画（平成２７年３月３１日閣議決定）
・防災教育の推進により、地域住民及び児童生徒等の防災知識等の普及を図る。
○国土強靱化基本計画（平成２６年６月３日閣議決定）
・学校等における防災教育の充実を含め全ての世代が生涯にわたり国土強靱化に関する教育、訓練、啓発を受けることにより、リスクに強靱な経済社会を築き、被害を減少させる。
○教育振興基本計画（平成２５年６月１４日閣議決定）
・学校における体系的な防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指導時間の確保など、防災に関する教育の充実を図る。
○気候変動の影響への適応計画（平成２７年１１月閣議決定予定）
・防災知識の普及啓発のため、学校における防災教育の取組の支援、浸水想定やハザードマップの公表の機会を活用した説明会や報道機関等を通じた啓発の実施、河川協力団体や住民等による河川環境の
保全等の活動の支援を行う。土砂災害に対する正確な知識の普及のため、実践的な防災訓練や、児童、生徒への防災教育、住民への講習会、地方公共団体等職員等への研修等を推進する。

◆ 安全
○学校安全の推進に関する計画(平成２４年４月閣議決定)
・安全教育を各教科等における学習活動としてのみならず，学校の教育活動全体の中で捉え，総合的に実施していくことが重要である。
○第９次交通安全基本計画（平成２３年３月３１日中央交通安全対策会議決定）
・学校においては，学習指導要領等に基づく関連教科・領域や道徳，総合的な学習の時間，特別活動及び自立活動など，教育活動全体を通じて計画的かつ組織的な指導に努める。

◆ 薬物乱用防止教育
○消費者基本計画（平成２７年３月２４日閣議決定）
・学校等における薬物乱用防止教育を充実させ、青少年による薬物乱用の根絶及び薬物乱用を拒絶する規範意識の向上を図る。

◆ がん
○がん対策推進基本計画（平成24年6月8日閣議決定）
・子どもに対しては、健康と命の大切さについて学び、自らの健康を適切に管理し、がんに対する正しい知識とがん患者に対する正しい認識を持つよう教育することを目指し、５年以内に、学校での教育のあり方
を含め、健康教育全体の中で「がん」教育をどのようにするべきか検討し、検討結果に基づく教育活動の実施を目標とする。

◆ 食育
○食育推進基本計画（平成２３年３月３１日食育推進会議決定、平成２５年１２月２６日一部改定）
・学校教育活動全体で食育の推進に取り組むためには、各学校において食育の目標や具体的な取組についての共通理解をもつことが必要である。このため、学校長や他の教職員への研修の充実等、全教職
員が連携・協力した食に関する指導体制を充実するための取組を促進する。

○子供の貧困対策に関する大綱（平成２６年８月２９日閣議決定）
・生活保護制度による教育扶助や就学援助制度による学校給食費の補助を行い、低所得世帯への支援を引き続き実施する。 学校給食法の目的に基づき、学校給食の普及・充実及び食育の推進を図り、適切
な栄養の摂取による健康の保持増進に努める。

○食料・農業・農村基本計画（平成２７年３月３１日閣議決定）
・高齢化が進行する中で、生活習慣病の予防による健康寿命の延伸、健康な次世代の育成の観点から、健全な食生活を営めるよう、関係府省が、地方公共団体等と連携しつつ、食育を推進する。
○消費者基本計画（平成２７年３月２４日閣議決定）
・食育、国際理解教育、法教育、金融教育、住教育などの密接に関連する分野の取組について、消費者庁、文部科学省及び関係府省庁等が適切に連携して推進する。

◆ 熱中症
○気候変動の影響への適応計画（平成２７年１１月閣議決定予定）
・救急、教育、医療、労働、農林水産業、日常生活等の各場面において、気象情報の提供や注意喚起、予防・対処法の普及啓発、発生状況等に係る情報提供等を適切に実施する。・・・学校における熱中症対
策としては、熱中症事故の防止について、引き続き教育委員会等に注意喚起を行っていく。

◆ 少子化
○少子化社会対策大綱（平成27年3月20日閣議決定）
（教育）
結婚、妊娠・出産、子育て、仕事を含めた将来のライフデザインを希望どおり描けるようにするためには、その前提となる知識・情報を適切な時期に知ることが重要である。
妊娠や出産などに関する医学的・科学的に正しい知識について、学校教育から家庭、地域、社会人段階に至るまで、教育や情報提供に係る取組を充実させる。特に、学校教育において、正しい知識を教材に盛

り込む取組などを進める。

参考資料２
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健康、安全等に関する参考資料

平成28年1月18日
総則・評価特別部会

資料３－２

安全に関わる資質・能力の育成について
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学校安全の意義

■ 三段階の危機管理に対応した安全管理と安全教育

事前の危機管理安全な環境を整備し、事件・事故災害の発生を未然に防ぐ

事件・事故災害の発生時に適切にかつ迅速に対処し、
被害を最小限に抑える 発生時の危機管理

危機が一旦収まった後、心のケアや授業再開など通常の
生活の再開を図るとともに再発の防止を図る 事後の危機管理

生活安全→ 日常生活で起こる事件・事故災害、誘拐や傷害などの犯罪

交通安全→ 様々な交通場面における危険と安全

災害安全→ 地震、津波、火山活動、風水（雪）害等や火災、原子力災害

■ 学校安全の三領域

『「生きる」をはぐくむ学校での安全教育』（文部科学省）
２

【学校安全の構造】【学校安全の構造】

学校安全

安全学習

安全指導

心身の安全管理

生活や行動の安全管理

学校環境の安全管理

校内の協力体制
家庭及び地域社会との連携

対人管理

対物管理

安全教育

安全管理

組織活動

学校安全の考え方とその内容

学校安全は、「安全教育」と「安全管理」、そして両者の活動を円滑
に進めるための「組織活動」の三つの主要な活動から構成されてい
る。

『「生きる」をはぐくむ学校での安全教育』（文部科学省）
３
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【安全教育の目標】

学校における安全教育の目標は、概説すると、日常生活全般における安全確保の

ために必要な事項を実践的に理解し、自他の生命尊重を基盤として、生涯を通
じて安全な生活を送る基礎を培うとともに、進んで安全で安心な
社会づくりに参加し貢献できるような資質や能力を養うことにある。

ア 日常生活における事件・事故災害や犯罪被害等の現状、原因及び防止方法
について理解を深め、現在及び将来に直面する安全の課題に対して、的確な思
考・判断に基づく適切な意思決定や行動選択ができるようにする。

ウ 自他の生命を尊重し、安全で安心な社会づくりの重要性を認識して、学校、家
庭及び地域社会の安全活動に進んで参加・協力し、貢献できるようにする。

イ 日常生活の中に潜む様々な危険を予測し、自他の安全に配慮して安全な行動
をとるとともに、自ら危険な環境を改善することができるようにする。

安全教育の目標、重点

『「生きる」をはぐくむ学校での安全教育』（文部科学省）

４

安
全
教
育

安全学習

安全指導

○体育科の保健領域、保健体育科の「保健分野」「科目
保健」 における安全に関する学習

○関連教科における安全に関する学習

○「総合的な学習の時間」における安全に関する学習

○自立活動における安全に関する学習

○学級活動・ホームルーム活動における安全指導

○学校行事等における安全指導

○児童会活動、生徒会活動、クラブ活動における安全指導

○部活動等の課外における安全指導

○日常の学校生活における安全指導

教育課程における安全教育

『「生きる」をはぐくむ学校での安全教育』（文部科学省）

５
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「学校安全の推進に関する計画」 （＝今後の学校安全の方向性）

【学校における安全教育】 【学校における安全管理】

○安全に関する知識、行動する力が課題
○指導時間の確保と教育手法、指導体系の整理

○学校管理下の事故は増加傾向
○不審者侵入、交通事故への対応
○東日本大震災を踏まえた自然災害への対応

安全教育の充実

学校安全体制整備

・安全に関する知識とともに行動する態度の視点
・指導時間の確保、より効果的な教育手法導入
・東日本大震災の教訓を踏まえた安全教育

・学校内の安全体制の確立（施設設備・組織）
・家庭や地域と連携した安全体制の整備

【より実証的な学校安全施策の推進】

○セーフティプロモーションの考えに基づいた施策展開
・事件・事故災害に関する情報収集体制の整備充実
・実証的な安全管理につなげる分析調査機能の強化
・優れた取組事例(ISS)などの推奨

総合的かつ効果的な学校安全に係る取組の推進

「自立」「協働」
「創造」

第2期教育振興基本計
画の策定に向けた基本
的な考え方に示された
キーワード

○負傷
減少傾向

○死亡
ゼロとなるよう最大限
努力

＊セーフティプロモーション：1989年9月にWHOから提示された考え方で、障害をもたらす事故、犯罪被害、自傷
行為等を部門や職種の垣根を越えた協働や科学的に評価可能な介入により予防しようとするもの。

＊ISS: WHO協力センターの推進する地域単位のセーフティプロモーションの取組と連動した認証活動。同センターの
指針に基づき、より安全な教育環境づくりを目指す学校に与えられるものとして世界規模で展開されている。

６

４．安全教育を行う上での環境整備 ：安全教育に係る教材整備、教員養成、研修、校内体制の整備、安全教育
の充実に応じた安全管理体制の整備は重要であり、引き続き検討

学校における安全教育の充実について （中央教育審議会スポーツ・青少年分科会学校安全部会 審議のまとめ概要）

第７期中央教育審議会 スポーツ・青少年分科会学校安全部会

１．安全教育の目標
○ 学習指導要領の総則や解説等に
おける安全教育の目標の明確化と安
全教育の目標と各教科等の目標との
関係性等の明示を検討
○ 自らの命は自ら守る自助を前提と
した共助･公助に関する能力の育成

○ 研究開発学校や教育課程特例校、ISS(イン
ターナショナルセーフスクール)などの実践的取組
も参考にしながら、育成する資質･能力及び教育活
動や評価について明確化する必要。

３．安全教育の評価
○ 安全に対する意識・態度を評価す
る指標作り
○ 学校評価など家庭や地域を巻き込
む形での評価等を検討

２．安全教育の内容
○ 学習指導要領の総則や解説等において、安全教育の中核となる
教科等と、各教科等の役割と関係性を系統的に示すとともに各教科
等における安全に関する 内容の充実を図ることを検討
○ 安全教育が各学校において確実に実施されることが重要であり、
そのための時間の確保などの議題について教育課程全体の議論の
中で検討
（方策例）
・総合的な学習の時間の学習活動の例示として安全教育を追記
・特別活動の学級活動において防災や防犯に関する安全指導を
行うことを明確に位置付け
・高等学校段階で検討される「社会との関わりの中で主体的に生
きる力を育成することをねらいとした新科目」における内容の確保
・危険予測や回避に係る教育の充実
・地域や自治体等との合同訓練を含め実践的な訓練等の推進
・安全教育を新たな教科等として位置づけることの必要性について
引き続き検討

次期学習指導要領に向けた教育課程全体の見直しの議論等の中で引き続き検討

審議のまとめ

安全教育については、各学校において確実に実施されることが重要であり、研究開発学校等における
実践の状況も踏まえつつ、そのための時間の確保、指導内容のまとまりや系統性、中核となる教科等
を位置付けることの効果・影響、教材の在り方、学習評価の在り方などの諸課題について検討。

７
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総合的な学習における防災を含む安全に関する探究的な学習
【中学生の事例】

課題の設定

情報の収集

整理・分析

まとめ・表現

・国内での災害、事故、犯罪発生状況など
について課題を設定

・地域の安全対策、防災対策について課
題を設定

・発災後の必要な支援は何か、できること
は何か課題を設定

・メディア、インターネットを
活用した情報の収集

・地域フィールドワークによ
る情報の収集

・災害に対する日頃の備え
について地域住民からの聞
き取り

・自分一人でできること、地域の一員として
協働で取り組むことなどの観点からの整
理・分析

・調べた内容をマップなどに整理・分析し、
事実や関係を把握する

・日常生活に生かせるようパン
フレット、ポスターなどにまとめ、
家庭、地域に配布

・自分たちで考えた安全・災害
対策の提案

・被災地等とＩＣＴを活用した情
報共有・実践交流

８

特別活動における防災を含む安全に関する実践的な学習
【小学校の事例】

見付
けるさぐる

実行
する
実行
する

決めるつかむ

・児童生徒、
保護者に
防災を含む
安全に関
するアン
ケート等を
実施

・地震が起
きた際の行
動について
のアンケー
トを実施
（不安に
思っている
こと）

・児童生徒、
保護者に
防災を含む
安全に関
するアン
ケート等を
実施

・地震が起
きた際の行
動について
のアンケー
トを実施
（不安に
思っている
こと）

・問題意
識の共有
化を図る
（アンケー
ト調査結果
の活用）

・アンケー
ト結果か
ら、個々
が持って
いる不安
や課題を
共有する

・原因を
整理し、
解決に向
けての方
向性を明
確化する

・実際に
地震が発
生した際
の状況に
ついて考
える

・話合い
活動を通
し解決方
法を考え
る

・様々な
場所での
避難につ
いて話し
合う（身を
守る方
法）

・自分が
実行すべ
き行動党
を自己決
定する

・地震が
起きた時
に備えて、
日頃から
しておくこ
とを決め
る

・設定した
目標の実
現に向け、
実行する

・自己決定
した内容に
ついて実施
状況を振り
返る

・避難訓練
等で実際
の行動を
振り返り、
次の課題
を明らかに
する

・設定した
目標の実
現に向け、
実行する

・自己決定
した内容に
ついて実施
状況を振り
返る

・避難訓練
等で実際
の行動を
振り返り、
次の課題
を明らかに
する

【事前指導】
【事後指導】

【課題の把握】 【原因の追究】 【解決方法を考える】 【目標の自己決定】

問題意
識をもつ
問題意
識をもつ

地震の揺れから自分の身を守る方法を考える

９
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【概要】
教育課程の基準の改善等に資する実証的資料を得るため、研究校を募集・指定し、現行の教育課程
の基準によらない教育課程の編成・実施を認めることにより、新しい教育課程、指導方法についての
研究開発を行う。

都道府県 学校名 テーマ 研究開発の概要

宮城県 仙台市立
七郷小学校

防災・安全
教育

東日本大震災の教訓や体験を基に、防災教
育学校を中心とした安全教育を独立した領域
として創設し、児童が生涯にわたって自助と共
助の意識をもって行動していく防災対応力や、
危険を予測し回避する力、安全な社会づくりに
貢献する心等を育む教育課程の研究開発を
行う。

東京都 日野市立
平山小学校

防災・安全
教育

防災を中心とした安全教育に関連する指導小
学校内容を統合・再編成して、未来へ生き抜く
力の基盤となる基礎的・基本的な知識・技能
を定着させるとともに、主体的・協働的・創造
的に行動する態度を育成するための学びの変
革を図り、新たな教科等の枠組みを構築する
研究開発を行う。

教育研究開発（研究開発学校）

10

我が国においては、東日本大震災及び台風・集中豪雨等による自然災害、登下校中の子供が巻き込まれる交通事故、さらには、学校内外において不審者による子
供の安全を脅かす事件などが数多く発生している。

●児童生徒等自身に安全を守るための能力を身に付けさせる安全教育の充実
●児童生徒等の生活の場である学校の安全管理体制の充実

趣旨・事業イメージ

○優良な実践事例の学校及び学校の設置者による共有 ○学校及び地方公共団体等による取組の増加
○全国的な防災教育を中心とした安全教育の質の向上

◆教育手法の開発

◆ボランティア活動の推進・支援

成果

文
部
科
学
省

が求められている。

◆学校の安全管理体制の充実

○児童生徒の被災地へのボランティア活動派遣の推進 ○地域の災害発生区域での支援活動

○通学路合同点検等、登下校時の安全を確保する体制・システムの構築
○セーフティプロモーションスクール等の先進事例を参考に地域の学校安全関係者（有資格者等）、関係機関及び団体との連携・協力
○ＰＤＣＡサイクルに基づく学校安全計画の評価と次年度計画への反映・実践

都
道
府
県
教
育
委
員
会
等

（実
践
地
域
・学
校
の
指
定
）

成果発表会の開催等による普及 ポータルサイト等を活用した全国での情報共有

専
門
家
等
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の

指
導
・
助
言

○地域の災害リスク（地震・原子力・火山・土砂災害等）に応じた、緊急地震速報等の各種情報ツールを活用した避難訓練の実施
○ＡＥＤを含む心肺蘇生等に関する教育・訓練の推進 ○交通安全の意識や技能を高める教育手法の開発・推進
○防犯を含む生活上の安全に関する教育手法の開発・推進 ○関係省庁（機関）が行う安全に関する取組と連携した教育手法の開発・
推進

優良な取組を行う学校・地域の実践事例収集

28年度予算額（案）：224,822千円

防災教育を中心とした実践的安全教育総合支援事業

11
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食育に関わる資質・能力の育成について

12

食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本方針
や目標、食育推進活動等の総合的な促進等について、食育推進基本計画を
作成

食育推進基本計画

【第２次食育推進基本計画】（平成２３～２７年度）

・「周知」から「実践」へ
・重点課題①生涯にわたるライフステージに応じた間断ない食育の推進

②生活習慣病の予防及び改善につながる食育の推進
③家庭における共食を通じた子どもへの食育の推進

・目標値
○ 朝食を欠食する子供の割合 【目標】
４. １％（１２年度） → １. ５％（２２年度） → ０％（２７年度）
○ 学校給食における地場産物の活用割合
２１. ２％（１６年度） → ２５．８％（２５年度）→ ３０％以上（２７年度）
○ 学校給食における国産食材の活用割合（平成２５年１２月追加）
７７％（２４年度） → ７７％（２５年度） → ８０％以上（２７年度）

13

65



１ 学習指導要領総則における記述

２ 主な各教科等における記述

① 小学校家庭科、中学校技術・家庭科家庭分野
食に関する指導については、家庭科（技術・家庭科）の特質を生かして、食育の充実に資
するよう配慮すること

② 小学校体育科保健領域、中学校保健体育科保健分野、高等学校保健体育科「保健」、食
事、運動、休養及び睡眠（高等学校においては食品衛生活動を含む。）
食育の観点も踏まえつつ健康的な生活習慣の形成に結び付くよう配慮する

③ 小・中学校特別活動
食育の観点を踏まえた学校給食と望ましい食習慣の形成

第1 教育課程編成の一般方針
3. 学校における体育・健康に関する指導は，児童の発達の段階を考慮して，学校の教育活動
全体を通じて適切に行うものとする。特に，学校における食育の推進並びに体力の向上に関す
る指導，安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については，体育科の時
間はもとより，家庭科，特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努める
こととする。また，それらの指導を通して，家庭や地域社会との連携を図りながら，日常生活にお
いて適切な体育・健康に関する活動の実践を促し，生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送
るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

学習指導要領に基づく指導の充実

14

食に関する指導の内容の充実

・ 学校における体育・健康に関する指導に、新たに「学校における食育の推進」
という概念を明確に位置づけ

・ 関係各教科（家庭科、保健体育等）において、食に関する指導の記述を充実
・ 小学校は２３年度、中学校は２４年度から全面実施

○学習指導要領における食育に関する記述の充実（平成20年改訂）

○「食に関する指導の手引」を改訂

○児童生徒向けの食生活学習教材、指導参考資料を作成、配布

15
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◇学校給食関係者向けの指針
学校や調理場での食物ｱﾚﾙｷﾞｰ対応を行うに当たって、特に給食関係者が押さえるべき考え方や留意すべき

事項等を具体的に示した対応指針を作成

◇ガイドラインの要約版（日本学校保健会（監修：文部科学省））
平成２０年「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」の要約版として、緊急時の対応を

含めて、教職員が容易に理解しやすい、すぐ見てすぐ使える図解入りの簡潔な資料を作成

◇研修用ＤＶＤ（日本学校保健会（監修：文部科学省））
校内研修や行政が開催する各研修会の充実に資するよう、研修用教材（DVD）を作成

１．食物アレルギー対応のための資料等の作成（平成２６年度）

◇地方自治体、学校における食物アレルギー対応取組状況について、継続的なフォローアップを実施

◇「学校等におけるアレルギー疾患に対する普及啓発講習会」による周知
○平成22年度から全国６か所を対象に講習会を実施
※平成26年度は、特に学校管理職の参加を促すとともに、開催地を全国６か所から１０か所に拡大した上で開催

○平成２7年度開催地
山梨（７／３１）、茨城（８／２１）、福岡（８／２８）、岩手（９／４）、長野（９／１１）、新潟（１０／９）、
青森（１０／１６）、広島（１１／１３）、長崎（１１／１７）、東京（１／２５）で開催予定

◇その他、各種会議、研修会等における行政説明による周知

３．フォローアップ点検

２．周知・徹底

学校給食における食物アレルギー対応

16

発達段階に応じた食育の実施と小児生
活習慣病の診断との関連について検証

食育指導及び食生活改善の実施
と体力向上との関連について検証

評価指標「毎日朝食を摂る児童の割合」「朝食の栄養バ
ランス」「家族と一緒に食事をする児童の割合」と学力向
上の成果について評価し、食育との関連について検証

和食推進による教育効果の分析を行い、
食文化への関心・理解度の関連につい
て評価・検証

スーパー食育スクールの成果を分かり易く示し、普及啓発することで食育のより一層の充実を図る

地域での職場体験（菜園での農作業、収穫物の加工、
加工品の販売）を生かした食育の実践と体力・学力と
の関連について検証

食文化

食と学力

食とスポーツ
食と健康

地産地消

先進的な食育の取組を行う
主なテーマと取組事例

地域や関係機関との連携による取組の充実と科学的データに基づく検証によるエビデンスが出せることを重
視

平成26年度指定校：33事業（42校）【小学校26校、中学校8校、高等学校5校、中高一貫校3校】
平成27年度指定校：30事業（35校）【小学校19校、中学校7校、高等学校6校、中高一貫校3校】

食育の先進的な取組（スーパー食育スクール）

17
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心身の健康の保持増進に関する指導の資
質・能力の育成について

18

保健学習と保健指導

○ 知識体系に基づいた教科

○ 全国の学校で共通の
指導内容

○ なすことによって学ぶ領域

○学級や学校で指導内容を
決定

生涯を通じて自らの健康を適切に管理し改善していく資質や能力の育成

実生活での自己決定

保健学習 保健指導

19
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保健指導・保健学習の目標、内容等の概略

20

小学校 中学校 高等学校

３．４年 ５．６年 １年 ２年 ３年 入学年次
次の年次

保健の学習内容について

身近な生活における
健康・安全に関する
基礎的な内容

個人生活における健
康・安全に関する内容

個人生活及び社会生
活における健康・安
全に関する内容

毎日の生
活と健康

育ちゆく体
とわたし

病気の予防

心の健康

けがの防止

心身の機
能の発達と
心の健康

傷害の防止

健康と環境

健康な生
活と疾病の
予防

現代社会と
健康

生涯を通じ
る健康

社会生活と
健康

21

69



• 小学校特別活動〔学級活動〕
〔共通事項〕
(2) 日常の生活や学習への適応及び健康安全
カ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成
• 中学校特別活動〔学級活動〕
(2) 適応と成長及び健康安全
キ 心身ともに健康で安全な生活態度の形成
• 高等学校特別活動〔ホームルーム活動〕
(2) 適応と成長及び健康安全
ク 心身の健康と健全な生活態度や規律ある習慣の確立

保健指導に関する学習指導要領の記載

22

国立教育政策研究所作成 23
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